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【手続補正書】
【提出日】平成22年4月28日(2010.4.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ｅ）－［５－［２－［１－フェニル－１－（３－ピリジル）メチリデンアミノオキシ
］エチル］－７，８－ジヒドロナフタレン－１－イルオキシ］酢酸またはその塩、および
生体内分解性重合物を含有する持続性製剤。
【請求項２】
　持続性製剤がマイクロスフェア製剤である請求項１記載の剤。
【請求項３】
　心筋梗塞または狭心症の予防および／または治療剤である請求項１または２記載の剤。
【請求項４】
　（Ｅ）－［５－［２－［１－フェニル－１－（３－ピリジル）メチリデンアミノオキシ
］エチル］－７，８－ジヒドロナフタレン－１－イルオキシ］酢酸またはその塩、および
生体内分解性重合物を含有する持続性製剤を有効成分として含有する、心筋梗塞または狭
心症の予防および／または治療のための、血管内皮細胞増殖因子（ＶＥＧＦ）または肝細
胞増殖因子（ＨＧＦ）産生促進剤。
【請求項５】
　（Ｅ）－［５－［２－［１－フェニル－１－（３－ピリジル）メチリデンアミノオキシ
］エチル］－７，８－ジヒドロナフタレン－１－イルオキシ］酢酸またはその塩、および
生体内分解性重合物を含有する持続性製剤を有効成分として含有する、血管内皮細胞増殖
因子（ＶＥＧＦ）または肝細胞増殖因子（ＨＧＦ）産生促進剤からなる、心筋梗塞または
狭心症の予防および／または治療剤。
【請求項６】
　持続性製剤がマイクロスフェア製剤である請求項４または５記載の剤。
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